[bookmark: _Hlk200131369]長崎県「推し魚」ロゴマークおよびイラスト　使用許可要領

１．趣　旨
この要領は、長崎県「推し魚」に係るロゴマーク及びイラスト（以下、ロゴマーク等という。）の使用に関し必要な事項を定める。

２．定　義
（１）長崎県「推し魚」とは、その魚を食体験することが目的となる産地いち推しの魚として、長崎県「推し魚」選定委員会の審査を経て、長崎県が決定したもの。
（２）この要領においてロゴマーク等とは、別紙のデザイン並びにこれらを展開したものとする。

３．使用許可申請
飲食店、小売店、宿泊施設、観光事業者および関係団体等が、製品・サービス等（以下、商品という。）の提供・販売などの営業活動にロゴマーク等を使用しようとするときは、あらかじめ使用許可申請書（別記様式１）に必要な書類を添付して県に申請する。なお、申請に要する費用は申請者が負担するものとする。

４．使用許可
県は、前項の申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、申請を受理し、長崎県「推し魚」に決定した地域を管轄する市町の意見も踏まえ、長崎県「推し魚」の趣旨に適合すると認めたときは、使用許可証（別記様式１）を交付する。
（１）次項の遵守事項を遵守しない、または遵守しないおそれがあるとき。
（２）法令若しくは公序良俗に反し、または反するおそれがあるとき。
（３）特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。
（４）使用者が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）
イ 暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）
ウ 役員等が暴力団員である者、又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者
エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者



５．使用上の遵守事項
　ロゴマーク等の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 
（１）ロゴマーク等は長崎県「推し魚」に決定された地域・魚種等を使用した商品に限り使用すること。
（２）使用許可申請書に記載の用途のみに使用し、他の用途には使用しないこと。
（３）ロゴマーク等を使用した商品の生産地が長崎県「推し魚」に決定された地域であることが確認できること。
（４）ロゴマークの使用にあたっては別紙使用マニュアルを遵守すること。
（５）長崎県「推し魚」の魅力が伝わる商品の提供を行うこと。
（６）長崎県「推し魚」の趣旨に賛同し、可能な限り、長崎県「推し魚」の取組が分かるパンフレットの設置、販促物等への説明文や関係HPのURL記載等により、消費者等へ長崎県「推し魚」を核とした地域の魅力を伝え、長崎県「推し魚」の認知度向上、消費拡大に積極的に取り組むこと。

６．使用料
使用料は無料とする。

７．使用上の留意事項
使用者は、次に掲げる事項に留意して使用しなければならない。
（１）ロゴマーク等の使用が当該商品の品質やサービスの内容等を保証するものではない。
（２）当該ロゴマーク等の使用に係る商品の使用に当たり、事故等が発生しないよう万全の配慮を行うこと。当該使用に係る商品等を原因とする事故に対しては、県は一切の責任を負わない。
（３）県は、ロゴマーク等を使用する者に対し、使用方法の修正その他必要な措置を求めることができる。
（４）使用者が本使用許可要領および使用マニュアルの規定に違反した場合や前項の措置に従わない場合、その他県が不適当と認める場合は、ロゴマーク等の使用を禁止、または使用許可を取り消す場合がある。
なお、使用許可が取り消された場合は、速やかにロゴマーク等の使用を中止すること。その際に生じる損害について、県は責任を一切負わない。また、一定の期間、再度の使用許可申請を禁止する場合がある。

８．損失補償等の責任
県は、当該ロゴマーク等の使用者がロゴマーク等の使用によって第三者に損害又は損失を被った場合でも、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。

附則
この要領は、令和７年６月１６日から施行する。


（別記様式１）
長崎県「推し魚」ロゴマーク等　使用許可申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
[bookmark: _Hlk200131635]　　長崎県水産加工流通課長　　　様

　　　　　　　　　　　　申請者（使用予定者）（所　在　地）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名　　　称）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（代表者氏名）  　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号）
　以下のとおり使用許可を申請します。
	使用ロゴマーク等
	

	使用目的
	

	使用方法
	

	使用場所
	

	使用期間
	　令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで
※使用期間は最長２年間とします。

	
添付書類
	・団体、企業等の概要（パンフレット等で可）
・使用予定のデザイン案等



使　用　許　可　証
                                                           　　  
    上記申請のとおり使用を許可します。
　　ただし、使用内容は申請書の内容どおりとし、みだりに変更しないこと。　
    　　　　　令和　　年　　月　　日
              　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎県水産加工流通課長　　
